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東海市中学校部活動の方針 

１ 部活動の意義 

(1) 部活動は、スポーツ・文化芸術等、教育課程内の活動では得られない経験がで

きる場である。 

(2) 部活動に参加することで、社会性や公共心を育むことができる。 

(3) 部活動で仲間や指導者等と関わる中で、心身ともに健全な育成を図ることがで

きる。 

(4) 部活動を通してスポーツ・文化芸術等に親しむことで、生涯にわたり豊かな生

活を営む資質を育むことができる。 

２ 適切な部活動の運営と指導 

(1) 適切な活動量（活動日や活動時間の設定等） 

バランスのとれた学校生活や成長の保障及びスポーツ障がいの予防の観点等か

ら、発達段階に応じて適切な活動時間を設定し、生徒や指導者の心身の疲労回復

や負担軽減を図る。 

①活動は平日の３日以内とし、「土曜日・日曜日・祝日」の活動は行わない。 

②朝の活動は行わない。 

③活動をする日は１６時４５分には下校を完了する。 

④長期休業中の活動は、半日（３時間程度）とする。 

(2) 組織的な運営体制の整備 

○校長を中心として、学校全体で組織的に指導、運営及び管理をする。 

○校長は、学校における部活動の目標や運営方針を策定し、学校全体で共有する。 

○顧問は、学校で定めた部活動の目標や運営方針に従い、生徒の自主性を重視し

た年間及び月間等の活動計画を作成する。 

※作成に当たって、バランスのとれた学校生活やスポーツ障がいの予防の観点

等から、活動時間や練習日数、休養日を適切に設定する。 

○部活動の運営方針・活動計画等をホームページ掲載等により公表する。 

○学校や地域の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団

体等との連携など、運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制を整える。 

(3) 活動計画の作成 

顧問は、活動計画の作成に当たって、以下のことに留意する。 
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○事故防止及び安全管理、健康管理に十分留意し、発達段階に応じた活動計画を

立てる。 

○活動内容が高度過ぎたり、活動量が過重だったりして、日常生活や学業に支障

が出ないよう配慮する。 

○参加する大会・対外試合を次のように定め、これ以外の大会・対外試合には参

加しない。 

運動部：知多地方体育大会とその上位大会 

吹奏楽部：吹奏楽コンクール知多地区大会とその上位大会 

○練習試合については、普段の活動の成果を試す機会と捉え、精選するとともに

年間計画に明確に位置付ける。 

○練習試合は長期休業中の平日の半日のみとする。ただし、１学期最後の定期テ

スト以降、知多地方体育大会・吹奏楽コンクール知多地区大会の前日までは土

曜日・日曜日のどちらか半日、または３連休の場合はどこか１日のみの半日に

設定してもよい。 

(4) 指導者（顧問・外部指導者等の部活動の指導を行う者をいう。以下同じ。）の役

割 

指導者は、部活動に関する学校の目標や運営方針を踏まえ、活動計画に基づい

た運営及び効率的・効果的な指導を行う。 

ア 生徒の状況把握 

○生徒の個性や能力、心理面に配慮した指導を心がける。 

○生徒の自主性や主体性を尊重した運営に努める。 

○生涯を通じてスポーツや文化芸術活動等を実践する態度や能力の育成に努める。 

○部活動以外の場面でも生徒とコミュニケーションを図り、生徒理解に努める。 

イ 技術指導 

○指導方法の「引き出し」を数多くもつことを心がけ、生徒一人一人に応じて適

切に使い分けるよう留意する。 

○効果的に技能や記録の向上が図られるよう、指導方法の改善に取り組む。 

○生徒の安心・安全が確保されるよう、安全点検の徹底、スポーツ障がいやバー

ンアウトの予防、女子生徒や障がいのある生徒への指導等に関する理解に努め

る。 
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(5) 保護者及び地域との連携 

ア 保護者との連携・協力 

○指導者は、保護者との信頼関係を築き、生徒の活動が充実したものになるよう

努める。 

○顧問は、部活動について保護者に積極的に情報を発信して連携に努める。 

イ 地域との連携 

○校長及び顧問は、地域に積極的に情報を発信し、地域社会との連携に努め、地

域人材の活用を進める。 

○地域人材を外部指導者として活用する場合には校長の承認を必要とする。また、

部活動は学校教育活動の一環であることから、外部指導者に運営方針・計画等

について十分に理解してもらい、適切な指導ができるようにする。 

(6) 安全の確保と緊急時の対応 

ア 安全の確保 

○指導者は、生徒のバランスのとれた生活や成長のために健康・安全に留意した

適切な活動を行う。 

   ※定期テスト最終日は、生徒の健康に配慮し、活動を行わない。 

〇指導者は、活動前後の健康観察を確実に行い、生徒の体調把握・管理に努める

とともに、安全に対して注意を促し、個に応じた指導も含め、計画に従って指

導する。 

○校長及び指導者は、熱中症を予防するため、高温や多湿時にはＷＢＧＴ値にも

留意し、十分に水分や塩分が補給できる休憩時間を確保する。 

 ※水分補給や休憩等について、生徒の自主性に任せるだけでなく、指導者や教

職員の指示により計画的、確実に行う。 

〇校長及び指導者は、熱中症が心配される場合（活動場所のＷＢＧＴ値が３１度

以上の場合）は、健康・安全を最優先し、活動時間帯・内容・程度等の変更や

活動の中止も含めて大幅な縮小に努める。 

〇校長及び指導者は、市内の感染状況の把握に努めるとともに、適切な感染症対

策を実施する。感染状況によっては、活動時間・内容等の変更や活動の中止も

含めて検討する。 

○校長及び指導者は、落雷などを避けるため、急激な天候の変化に迅速に対応す
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る。 

○校長及び指導者は、常に施設設備等の状態把握と安全点検を実施し、事故防止

に努める。 

○安全点検等の実施に当たっては、生徒の視点から危険が感じられる箇所につい

ても点検を行う。 

イ 緊急時の対応 

○指導者は、事故が発生した場合は、速やかに管理職等に第一報を入れる。また、

医療機関で受診するための道筋を確立する。 

○事故が発生した場合は、管理職及び顧問によって速やかに原因分析し、安全管

理と指導の在り方について点検するとともに、再発防止策を早急に講ずる。 

 (7) 体罰・不適切な指導の根絶 

指導者は、部活動指導場面のみならず、いかなる場合も体罰を行ってはならな

い。また、言動にも配慮し、不適切な指導も行ってはならない。 

 

   令和７年（２０２５年）９月１日 

東海市教育委員会  


